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地方自治法 
第１条  この法律は、地方自治の本旨に基いて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項
の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして
能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする。  
 
２国は、前項の規定の趣旨を達成するため、国においては国際社会における国家としての存立にかかわる事務、全国的に
統一して定めることが望ましい国民の諸活動若しくは地方自治に関する基本的な準則に関する事務又は全国的な規模で若
しくは全国的な視点に立って行わなければならない施策及び事業の実施その他の国が本来果たすべき役割を重点的に担
い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体との間で適切に役割を分担
するとともに、地方公共団体に関する制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十分
に発揮されるようにしなければならない。  

 
第２条  地方公共団体は、法人とする。  
 
２  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるも
のを処理する。  
 
３  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、
前項の事務を処理するものとする。  
 
４  市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理す
ることが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。  
 
５  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第２項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡
調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する
ものとする。  
 
６  都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当っては、相互に競合しないようにしなければならない。  
 

被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会（第２回）  参考資料３ 



2 

被災者に対する国の支援のあり方に関する検討会（第２回）  

 
７  特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。  
 
８  この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。 
  
９  この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。 
 一  法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果

たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに
基づく政令に特に定めるもの（以下「第一号法定受託事務」という。）  
二  法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たす

べき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこ
れに基づく政令に特に定めるもの（以下「第二号法定受託事務」という。）  
 
１０  この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務に

あっては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあっては別表第二
の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に
基づく政令に示すとおりである。  
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（関与の基本原則）  
第２４５条の３  国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府
県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするととも
に、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。  
 
２  国は、できる限り、普通地方公共団体が、自治事務の処理に関しては普通地方公共団体に対する国又は都
道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ト及び第三号に規定する行為を、法定受託事務の処理に関しては普
通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち同号に規定する行為を受け、又は要することとすることの
ないようにしなければならない。  
 
３ 国は、国又は都道府県の計画と普通地方公共団体の計画との調和を保つ必要がある場合等国又は都道府県
の施策と普通地方公共団体の施策との間の調整が必要な場合を除き、普通地方公共団体の事務の処理に関し、
普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第二号に規定
する行為を要することとすることのないようにしなければならない。  
 
４  国は、法令に基づき国がその内容について財政上又は税制上の特例措置を講ずるものとされている計画を
普通地方公共団体が作成する場合等国又は都道府県の施策と普通地方公共団体の施策との整合性を確保しな
ければこれらの施策の実施に著しく支障が生ずると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公
共団体が、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ニに規定する行為
を要することとすることのないようにしなければならない。  
 
５  国は、普通地方公共団体が特別の法律により法人を設立する場合等自治事務の処理について国の行政機
関又は都道府県の機関の許可、認可又は承認を要することとすること以外の方法によってその処理の適正を確
保することが困難であると認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共
団体に対する国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号ホに規定する行為を要することとすることの
ないようにしなければならない。  
 
６  国は、国民の生命、身体又は財産の保護のため緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等
特に必要と認められる場合を除き、自治事務の処理に関し、普通地方公共団体が、普通地方公共団体に対する
国又は都道府県の関与のうち第二百四十五条第一号へに規定する行為に従わなければならないこととすること
のないようにしなければならない。  
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地方分権推進計画（抜粋） 
平成１０年５月 
  
第１ 地方分権推進の基本的考え方 
 （略） 
第２ 国と地方公共団体との役割分担及び国と地方公共団体の新しい関係 
  
１～３ （略） 
 
  ４ 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の在り方 
  
(1) 地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の基準 
  
ア～ケ （略） 
コ 基準の設定 
(ｱ) 自治事務に係る基準 
 法令に基づいて処理される自治事務に係る基準のうち必要なものは、通達によらず、法律又はこれに基づく政令（法律
又はこれに基づく政令の委任に基づく省令又は告示を含む。）に定める。 
(ｲ) 法定受託事務に係る基準 
ａ 法令所管大臣は、都道府県の処理する法定受託事務について、その根拠となる法律又はこれに基づく政令の定めに
従って処理するに当たりよるべき基準（以下第２において「処理基準」という。）を定めることができる。 
ｂ 都道府県知事等は、市町村の処理する法定受託事務について、処理基準を定めることができる。 
ｃ 法令所管大臣は、都道府県知事等に対し、前項に規定する処理基準を定めるよう指示をすることができる。 
ｄ 法令所管大臣は、緊急を要するときその他特に必要と認めるときは、市町村の処理する法定受託事務について、処理
基準を定めることができる。 
ｅ 処理基準は、その目的を達成するための必要かつ最小の限度のものでなければならない。 
  
（以下略） 

 


